
三豊地区広域市町村圏振興事務組合は、香川

県の西端に位置し、総面積は約３４０�人口は約
１４２，０００人で、県全域面積の約１８％、人口では

約１４％をしめています。

圏域の西は燧灘に、北は備讃瀬戸に面し、東

は大麻山（６１６．３m）系を境に中讃広域圏に接

し、南は讃岐山脈を境に徳島県と愛媛県に接し

ています。そしてこれらの山系と西北部で瀬戸

内海に突出した荘内半島（紫雲出山３５２．４m）

に連なる七宝山系（最高４４４．２m）に囲まれる

ようにして、中央部に三豊平野が広がっていま

す。また気候は温暖で、山紫水明の恵まれた自

然環境に包まれています。

消防本部が所在する観音寺市は、瀬戸内海国

立公園に面した白い砂浜と緑濃い松原につづい

て有明浜、砂上の奇観“寛永通宝”の銭形、俳

祖・山崎宗鑑が移り住んだ日本最古の俳跡“一

夜庵”四国霊場唯一のめずらしい第６８番札所神

念院・第６９番札所観音寺という１寺２霊場があ

るなど数多くの名所、旧跡を残す歴史とふれあ

いの街として年間多くの観光客が訪れている。

特に有明浜の白砂に描かれた雄大な奇観「寛

永通宝」は東西１２２m、南北９０m、周囲３４５mも

ある巨大な砂絵で、琴弾山山頂から見るときれ

いな円形に見えます。寛永１０年（１６３３年）当時

の藩主生駒高俊公の領内巡視を歓迎するため、

一夜にして掘りあげたと伝えられています。以

来人々から大切に受けつがれ、現在も毎年春と

秋の２回市民の奉仕で、化粧直しが行われてい

ます。また「銭形を見た人は健康で長生きし、

しかもお金に不自由しなくなる」という言い伝

えもあり多くの人が訪れています。

また、管内には日本最古の「豊稔池石積式ア

ーチダム」があり、長い年月風雪にさらされた

ダムは、まるで中世ヨーロッパの石城を思わせ

る偉容と風格があり、人工の建造物でありなが

ら、周囲の山あいとみごとな調和を見せていま

す。堤長１４５m、堤高３０m中央部に５個のアー

チと６個の扶壁を持つ石造マルチブル・アーチ

ダム国内では前例のない形式であり、現在でも

この技術は高く評価されており、ダム建設を志

す人が一度は訪れるといわれています。貯水量

１５９万３千トンの能力を持ち管内１市３町６００ヘ

クタールに灌漑用水として供給されています。

その他に、浦島太郎のロマンあふれる伝説は、

管内にある荘内半島の各所に残された地名や遺

跡などで語ることが出来ます。太郎が竜宮城へ

と旅立つきっかけになった亀と出会ったのが、

鴨の越にある弁天の浜、弁天の浜からは、海の

碧が茜色に染まる幻想的な瀬戸内海の夕景を眺

めることができ、干潮時に鴨の越の浜辺と陸続

きになる対岸の丸山島には、浦島神社がひっそ

りと祀られています。太郎が亀と再会し、竜宮

城へと旅立った箱の箱崎には、太郎がいつも釣

り糸を垂れていたという、どんがめ石が残り、

またここは太郎が玉手箱を開けたところでもあ

ります。太郎が開けた玉手箱から立ち昇った白

煙が、紫の煙となってなびいた山が紫雲山と呼

ばれておりロマンあふれる観光スポットとして

静かな人気をあつめています。

当組合は、観音寺市を中核として、昭和４６年

３月組合を発足し、その後昭和４７年４月１日消

防事務を加え現在は、消防事務、養護老人ホー

ムの運営、ごみ処理施設の運営、介護認定審査

会における審査判定業に関する事務等１６の事務

を共同処理しています。

組合の構成市町は観音寺市、高瀬町、山本町、

三野町、大野原町、豊中町、詫間町、仁尾町、

北から南から ◆各地の消防だより

“人と郷土の個性と豊かさを育む圏域”をめざして

三豊地区広域市町村圏振興事務組合消防本部 消防長 高橋 均
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豊浜町、財田町で構成しており消防本部の組織

は、１消防本部・２署・３分署職員１６２名で運

営し、梯子車２台、救助工作車１台、水槽付ポ

ンプ車２台、ポンプ車１１台、救急車７台、その

他車両１８台をもって消防業務に当たっておりま

す。

構成市町は、それぞれ歴史的な深いつながり

のもと、良好な近隣関係がやしなわれ観音寺市

を中心に政治、経済、教養、文化を通じて一体

的な発展が図られてきました。

組合発足以来幾多の変遷を辿りましたが、人

員、施設、装備等についての整備が図られ“安

全！安心して住める町”“人と郷土の個性と豊

かさを育む圏域”をめざして、広域消防では、

安全な地域社会の確保のため管内各町消防団と

連携をとりながら住民の期待に応えるよう消防

体制の充実を図っていきたいと思います。

「あぶないよ ひとりぼっちにした その

火」を統一標語として、春の全国火災予防運動

が、平成１２年３月１日�から３月７日�までの
７日間にわたり実施されます。

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎え

るに当たり、火災予防思想の一層の普及を図る

ことにより火災の発生を防止し、火災による死

傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的とし

て毎年実施されているもので、この運動を契機

に、ともすれば日頃忘れがちな火災に対する警

戒心を喚起し、住民、事業所の関係者及び全国

の消防機関等が一体となって、火災予防を推進

しようというものです。

近年の火災状況をみますと、建物火災による

死者のうち、８割以上が住宅火災によるもので

あるとともに、その半数以上が６５歳以上の高齢

者であります。したがって、今回の運動では、

高齢者を中心とした住宅火災による死者を大幅

に減少させることを目的とした「住宅防火対策

の推進」、さらには増加傾向にある放火火災を

減少させるための「放火火災予防対策」などを

重点目標に掲げるとともに、出火防止のため国

民一人ひとりが特に留意すべき事項として「火

の用心 ７つのポイント」を下記のとおり定め

ています。

国民の皆さん一人ひとりがこの運動の趣旨を

踏まえ、日頃から住宅、地域、職場等における

火災予防を心掛けることが、火災から皆さんを

守る近道です。期間中には、各地の消防機関で

住宅防火診断、防火講演会、防火指導など様々

な行事を予定しておりますので、積極的に参加

して防火・防災知識の習得に努めましょう。

また、春先は、特に季節風によって林野火災

も多い時季となっています。このため、春の全

国火災予防運動と同時期に、「全国山火事予防

運動」、さらに「車両火災予防運動」も行われ

ます。

《火の用心 ７つのポイント》

１ 家のまわりに燃えやすいものを置かない。

２ 寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。

３ 天ぷらを揚げるときは、その場を離れない。

４ 風の強いときは、たき火をしない。

５ 子供には、マッチやライターで遊ばせない。

６ 電気器具は正しく使い、たこ足配線はしな

い。

７ ストーブには、燃えやすいものを近づけな

い。

☆春の全国火災予防運動

（予 防 課）

 広 報 資 料・２月分 
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平成１０年中の林野火災の出火件数は１，９１３件、

死者は１３人、焼損面積は８０８ha、損害額は４億

９，２７６万円となっています。

林野火災は、いったん発生すると、消防水利

の不足や道路状況が良くないなどの地理的、地

形的条件から消防活動が非常に困難で、また、

空気の乾燥や強風等の気象条件により焼損面積

が広範囲に及ぶ危険性が高くなります。そして、

一度焼失した森林の回復には、長い年月と多く

の労力、経費を要するだけでなく、森林の喪失

は、保水能力の低下を招き、台風や集中豪雨な

どの大雨により土砂災害などの自然災害を誘発

します。

例年、林野火災は春先を中心に多く発生して

います。これは、春先に、降雨量が少なく空気

が乾燥し、強風が吹くなかで火入れが行われた

り、山菜採りや森林レクリエーションなどによ

る入山者が増加することなどによるためです。

平成１０年をみると、３月に５７０件と最も多く発

生しており、２月から４月までの間に、年間の

５４．５％の火災が集中して発生しています。

出火原因としては、「たき火」、「たばこ」、「火

入れ」など、火気の取扱いの不注意や不始末に

よるものが多いのが特徴で、平成１０年中は、こ

の３つで出火原因の５２．８％を占めています。

このような失火による火災を未然に防ぐには、

レクリエーションやドライブの目的で入山する

方が、たばこの投げ捨てをしないなど、マナー

の向上に努めることが大切です。また、林野周

辺に居住している方や、業務により入山する機

会の多い方は、火を使う時には、気象状況、周

囲の可燃物の状況に注意するとともに、近くに

消火用の水を必ず用意し、火から離れないよう

にするなど十分な管理をする必要があります。

特に強風注意報や乾燥注意報などが発令されて

いるときは、林野火災が発生しやすく、大火災

になりかねませんので、火を使うことはできる

だけ避けるようにしましょう。なお、火入れな

どを行う場合は、事前に最寄りの消防機関に届

け出ることも必要です。

毎年、消防庁では林野庁と共同で、春季全国

火災予防運動期間中の３月１日から７日までを

全国山火事予防運動の統一実施期間とし、統一

標語を定めて、様々な広報活動や消火訓練等を

通じて、山火事予防を呼びかけています。

林野火災の大部分は、住民一人ひとりの注意

で防ぐことができます。貴重な人命や財産を火

災から守るため、林野での火気の取扱いには十

分気をつけましょう。

昨年においては、６月から１０月にかけての集

中豪雨や台風により、全国各地で大きな被害が

発生し、自然災害の恐ろしさが改めて認識され

ました。それぞれの被災地においては、被災市

町村のほか近隣の市町村からも多数の消防団員

が出動し、全力をあげて危険箇所等の警戒巡視、

要救助者の救助、行方不明者の捜索、住民の避

難誘導、土のう積み等の活動にあたり、被害の

拡大防止に大きく貢献したところです。

消防団は、消防本部、消防署と同じく市町村

が設置する消防機関です。平成１１年４月１日現

在、全国で３，６４１団設置されており、９５７，０４７名

の方々が消防団員として地域の安全を守るため

に活動しています。

☆林野での火気取扱いの注意

（防 災 課）

☆ふるさとを災害から守る消防団への参加呼びかけ

（消 防 課）
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消防団は、地域の住民等により組織されてい

ますが、消防団員の身分は特別職の地方公務員

として位置づけられています。消防団員は、そ

れぞれの地域において、普段は各々自分の職業

に就きながら、いざ火災が発生した場合には、

「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の

精神をもって、いち早く現場へ駆けつけ消火活

動等を行うとともに、地震や風水害など多数の

動員を必要とする大規模災害時の災害防ぎょ活

動においては、欠くことのできない存在となっ

ています。

また、消防団は、災害時の活動にとどまらず、

火災予防活動や応急手当の普及指導など、地域

の住民と密接に関係した日常的な活動も行って

います。特に、これら日常的な活動分野におい

ては、近年増えつつある女性消防団員が、その

優しさやきめ細やかさを生かして全国各地で活

躍しているところです。

このように、消防団は、地域の消防防災にお

いて重要な役割を果たしています。

しかしながら、消防団は、近年の社会経済情

勢の変化等の影響を受けて、団員数の減少、団

員の高齢化、いわゆるサラリーマン団員の増加

等の様々な課題を抱えており、組織力の低下が

危惧されております。

このため、消防団の施設設備の充実を図ると

ともに、地域住民の消防団に対する理解を深め、

青年層・女性層の消防団への参加を促進するな

ど、消防団の充実強化が必要となっています。

このような状況の中、各地の消防団において

は、消防団のイメージアップ事業や地域住民と

の交流事業、サラリーマンの方に配慮した訓練

時間等の見直しなど、多くの方々が消防団に参

加しやすい環境づくりが進められています。

消防庁としましても、消防団の施設設備の充

実、消防団員の処遇の改善、各種広報媒体を通

じた消防団活動の PR等、消防団員の方々が安

心して消防団活動に取り組むことができるよう

な環境づくりや、消防団の充実強化に向けた

様々な施策を行っているところです。

これからも、より多くの方々が消防団へ参加

されることを期待しています。

全国では、毎年約６万件の火災が発生し、こ

れにより約２千人の死者と約７千人の負傷者が

発生しています。火災の発生状況を見ると、建

物火災が半数以上と高い割合を占めており、な

かでも住宅から発生する火災が最も多く、また

住宅火災による死者は、建物火災による死者の

８割以上を占めています。 平成１０年中の統計

では、住宅火災による死者（放火自殺者等を除

く）は８６５人、このうち６５歳以上の高齢者は４４９

人（５１．９％）と半数以上を占めています。高齢

者は、人によってある程度の差はありますが、

身体の衰えによる行動能力の低下、病気や身体

不自由などの条件により、火災が発生した場合

の自力避難が困難となることから、高齢者の居

住環境におけるきめ細やかな防火安全対策が必

要です。高齢者等を火災から守るためには、次

のような対策が必要です。

１ 安全暖房器具・安全調理器具の使用

火災を未然に防止するための安全装置がつ

いている暖房器具や調理器具を使用すると安

心です。

２ 住宅用防災機器等の設置

� 住宅用消火器

消火器にはいろいろな種類があり、その

一つに軽量で簡単に扱える住宅用の消火器

があります。いざという時に効果的に扱え

るよう日頃より使用方法を確認しておくこ

とが大切です。

� 住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は、火災による熱を感

☆住宅防火対策の推進《高齢者の安全対策》

（予 防 課）
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知するタイプと、煙を感知するタイプがあ

ります。どちらも「熱」や「煙」を自動的

に感知してブザーを鳴らし、いち早く火災

の発生を知らせてくれます。特に就寝中は

極めて有効です。

� 住宅用スプリンクラー設備

火災になると熱を感知して自動的に水や

消火液を放出する設備で、特に火災の発見

や対応が遅れがちな一人暮らしの高齢者を

火災から守るのに威力を発揮します。

� 災害弱者消防緊急通報システム

火災の時や身体の具合が悪くなったとき

に、熱や煙を自動的に感知する感知器や、

身につけているペンダントのボタンを押す

ことにより、最寄りの消防機関等に通報す

るシステムです。

３ 防炎品の使用

布団や寝まき、カーテンなどに防炎加工を

施したもので、たとえば、たばこの火などが

上に落ちても火がつきにくく、万一、火がつ

いても大きく燃え拡がらず、自然に消える特

徴があります。

以上のような対策とあわせて、日頃から高

齢者を交えての避難訓練や消火訓練を行うな

ど、高齢者の家族はもとより地域住民が協力

しあい、高齢者を住宅火災から守っていきま

しょう。

たばこによる火災が数多く発生しています。

平成１０年中の総火災件数５４，５１４件のうち、たば

こが原因となって発生した火災は５，６９０件で

１０．４％を占め、出火原因の第２位となっていま

す。また、これによる損害額は１１７億円にもの

ぼっています。

次に、たばこが原因による火災を種別ごとに

みますと、第１位が「建物火災」の３，６２９件

（６３．８％）、続いて「その他の火災」１，４８２件

（２６．０％）、「林野火災」２９６件（５．２％）の順と

なっています。また、火災の発生経過からみま

す と、「投 げ 捨 て に よ る も の」が２，９１８件

（５１．３％）と最も多く、続いて「灰皿からたば

こ の 火 種 が 落 下 し た 場 合 等」が１，３６０件

（２３．９％）、「消したはずのたばこが再び燃え出

す場合」が２７２件（４．８％）の順となっており、

たばこを出火原因とした火災の多くは、喫煙者

の火気管理がしっかりしていなかった場合や不

注意等により発生していると言えます。喫煙者

は、たばこによる火災を防止するために次のこ

とに留意してください。

○ たばこの投げ捨てをしない。

○ 寝たばこは絶対にしない。

○ 火のついたままのたばこを放置しない。

○ 歩行中は喫煙しない。

○ たばこを捨てる際には、火が完全に消え

ていることを十分に確認する。

○ 灰皿には常に水を入れておく。

たばこによる火災の損害状況

（平成１０年中）

☆たばこによる火災の防止

（予 防 課）

区 分 単位 た ば こ

出 火 件 数 件 ５，６９０

うち 建 物 火 災 ３，６２９

林 野 火 災 ２９６

車 両 火 災 ２７６

船 舶 火 災 ７

航 空 機 火 災 ０

そ の 他 の 火 災 １，４８２

主 な 経 過 別 出 火 件 数 件

投 げ 捨 て ２，９１８

火源の転倒・落下 １，３６０

消したはずのものが再燃 ２７２

建 物 焼 損 床 面 積 � １１９，６１０

建 物 焼 損 表 面 積 � １３，１６９

林 野 焼 損 面 積 a １０，０１３

損 害 額 万円 １，１７５，４２９
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第４７回全国消防技術者会議について

消防研究所では、平成１１年１０月２１日及び２２日

の２日間、ニッショーホールにおいて「第４７回

全国消防技術者会議」を開催し、延べ７６６名の

ご参加をいただきました。

会議では、日本トイレ協会事務局長 上 幸

雄 氏の「災害とトイレ」と題する特別講演、

消防庁防災課災害対策官 吉田 悦教 氏の

「コンピュータ西暦２０００年問題と危機管理体制

のあり方」と題する時事講演に続き、消防職員

等から２３件の研究発表が行われ、うち４件は「火

災原因調査」をテーマとするフォーラム形式で、

４件は会場に開発・試作された機器等を展示し

て発表する形式で行われ、聴講者からは熱心な

質問がなされるなど、盛況のうちに無事終了し

ました。

（消防研究所）

��������������� 最 近 の 行 事 か ら ���������������
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トップマネージャーセミナー（マレイシアの消防行政

に携わる幹部職員との交流セミナー）の実施について

消防庁では自治省とともに、国際協力事業団

（JICA）と協力し、平成１０年度から政府開発

援助（ODA）の一環として、消防行政に携わ

る幹部職員を日本に招へいし、消防行政をめぐ

る諸課題について意見・情報等の交換を行うこ

とにより、消防行政分野での友好・協力関係の

推進を図るため、トップマネージャーセミナー

を実施しています。

今年度は、マレイシアからダト・ジャファ・

シデック・ビン・タンビー消防庁長官他４名を

招いて、平成１１年１１月３日�から１１月１２日	の
１０日間にわたり実施しました。

本セミナーでは、消防庁長官との意見交換や

消防大学校、消防研究所等の視察を行ったのを

始め、東京消防庁、京都市消防局、神戸市消防

局及び名古屋市消防局との意見交換等を行い、

短い日程の中で、消防関係機関との交流を図る

とともに、我が国の消防体制等について広く見

聞していただきました。

消防庁を訪れた一行（１１月４日� 審議会室）

（消 防 課）
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平成１１年秋の消防関係者の叙勲について

平成１１年秋の叙勲伝達式を去る１１月９日�の
１０時３０分から港区虎の門ニッショーホールにお

いて、
田日本消防協会会長、池田全国消防長
会会長ほか多数の来賓の御臨席のもと盛大に挙

行いたしました。

今回、受賞された方々は、永年にわたり国民

の生命、身体及び財産を火災等の災害から防護

するとともに、消防力の強化、拡充に尽力し、

社会公共の福祉の増進及び業界の発展に寄与し

た消防関係者等で受章者は４１０名です。

なお、叙勲別受章者は次のとおりです。

勲四等 旭日小綬章 ３名

勲四等 瑞 宝 賞 ４名

勲五等 双光旭日章 ２４名

勲五等 瑞 宝 章 ６４名

勲六等 単光旭日章 １７０名

勲六等 瑞 宝 章 １３１名

勲七等 青色桐葉章 １４名

計 ４１０名

式典では、東尾総務課長の司会により進行し、

鈴木消防庁長官の「式辞」の後、勲章を勲等別

にそれぞれの代表者に伝達しました。最後に受

章者の代表が「謝辞」を述べ、伝達式を終了し

ました。

伝達式終了後、受章者は夫人を同伴して皇居

に参内し、午後１時３０分、宮殿の「豊明殿」に

おいて天皇陛下に拝謁し、「お言葉」を賜りま

した。

拝謁終了後、記念撮影を行い、陛下から御下

賜品をいただいて皇居を退出し、東京駅丸の内

口前で解散しました。

なお、今回の代表謝辞者及び代表受領者は次

の方々です。

代表謝辞 長 澤 雍 郎

代表受領

勲四等 旭日小綬章 岩 崎 森 治

勲四等 瑞 宝 章 山 下 孝 一

勲五等 双光旭日章 麻 野 茂

勲五等 瑞 宝 章 桑 原 昭 繁

勲五等 単光旭日章 桜 井 辰 也

勲六等 瑞 宝 章 濱 谷 幸 雄

勲七等 青色桐葉章 冨 田 和 昭

（総 務 課）
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平成１１年度消防功労者自治大臣表彰について

平成１１年度消防功労者自治大臣表彰が去る１１

月１２日	午前１１時００分から自治省講堂において
自治大臣をはじめ、多数のご来賓の方々のご出

席を得て、盛大に挙行いたしました。

今回受賞された方々は、広く地域消防のリー

ダーとして地域社会の安全確保・防火防災思想

の普及・消防施設の整備、その他の災害の防御

に関する対策の実施について尽力した功績顕著

な方々で、１２名の消防団団長及び２名の婦人防

火クラブ連絡協議会の会長が受賞しました。

式典では、初めに自治大臣の「あいさつ」が

あり、次に受賞者一人ひとりに「自治大臣表彰

状」が授与されました。

その後、来賓として、
田日本消防協会会長
並びに池田全国消防長会会長の「祝辞」があり、

最後に受賞者を代表して、佐賀県牛津町消防団

団長 中島清氏が「謝辞」を述べ式典は終了し

ました。

閉式後、記念写真の撮影を行い、その後解散

となりました。

なお、今回受賞された方々は次のとおりです。

青 森 県 大 間 町 消 防 団 団 長 中 島 隆

東 京 都 小 笠 原 村 消 防 団 団 長 瀬 堀 信 一

東 京 都 王 子 消 防 団 団 長 永 井 四 郎

神奈川県 横 浜 市 寿 消 防 団 団 長 � 橋 好 朗

三 重 県 大 内 山 村 消 防 団 団 長 藤 原 力 男

奈 良 県 川 上 村 消 防 団 団 長 阪 口 榮 男

山 口 県 む つ み 村 消 防 団 団 長 矢 次 幸 男

香 川 県 香 南 町 消 防 団 団 長 太 田 都 雄

佐 賀 県 牛 津 町 消 防 団 団 長 中 島 清

長 崎 県 上 五 島 町 消 防 団 団 長 村 山 津 俊

宮 崎 県 都 城 市 消 防 団 団 長 上 村 壽 次

鹿児島県 国 分 市 消 防 団 団 長 五 領 國 雄

岩 手 県 岩 手 県 婦 人 消 防 連 絡 協 議 会 会 長 岩 澤 ヒ ロ

和歌山県 和歌山県婦人防火クラブ連絡協議会会長 倉 田 ウタノ

（総 務 課）
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野村佑香さん〔全国火災予防運動用防火ポスターモデル〕

に対する消防庁長官感謝状の授与について

消防庁では、この秋春季全国火災予防運動に

向けて「防火ポスター」３２万枚〔秋季１６万枚・

春季１６万枚〕を作成しました。

このポスターの製作に当たり、現在テレビド

ラマ等でご活躍されています野村佑香さんにお

願いし、モデルとして誠意と熱意をもって積極

的にご協力いただいたものであります。

この消防行政への貢献に対し、下記のとおり

消防庁長官感謝状を授与するとともに、記念品

を贈呈しました。

記

１ 授与式日時

平成１１年１０月２５日� １７：３０から

２ 授与式場所

自治省消防庁審議会室（JTビル６階）

港区虎ノ門２－２－１

第３回消防防災研究講演会の開催について

消防研究所における消防防災に関する研究成

果を公開の場で発表すると同時に、講演会に参

加される関係技術者及び研究者の方々と討論を

行う「第３回消防防災研究講演会」を、下記の

とおり開催します。

記

１ 開催日時 平成１２年１月２１日	
１０：００～１６：３０

２ 開催場所 消防研究所情報管理棟大会議室

東京都三鷹市中原３－１４－１

TEL０４２２－４４－８３３１

３ 講演内容

� 住宅防火を巡る課題

� 住宅における火災の実態と死者低減の

方策

� 住宅内収納可燃物実態と火災の延焼拡

大

� 小規模火源着火によるカーテン等繊維

製品の燃焼性状

� 火災感知器の性能規定化を目指した研究

� 火災感知器の性能規定化を巡る動向

� 傾斜天井下の気流性状の解明

� 高天井空間での火災感知器の動作

詳細については、消防研究所ホームページ

（http : //www.fri.go.jp）をご覧ください。

（消防研究所）

（予 防 課）

��������������� お 知 ら せ ���������������
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平成１１年１１月の主な通知・通達について

☆テレビによる防災キャンペーン（１月分）☆

ご 存 じ で す か ～ 防 災 ミ ニ 百 科 ～

放 送 日 主 管 課 テ ー マ

１月６日 防 災 課 （仮）防災とボランティアの日

１月２０日 予 防 課 （仮）文化財防火デー

発 番 号 日 付 あ て 先 発信者 標 題

消防災第８１号 平成１１年
１１月５日

各都道府県知事 消防庁次長 「防災とボランティア週間」における諸行事の
実施について

消防危第１０３号 平成１１年
１１月８日

各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 危険物施設の廃止に伴う作業等の安全対策につ
いて

消防災第８３号 平成１１年
１１月９日

各都道府県消防防災主管
部長

防災課長 コンピュータ西暦２０００年問題に関する消防防災
機関の危機管理体制等の対応について

消防予第３０９号 平成１１年
１１月１６日

各都道府県消防主管部長 予防課長 住宅用スプリンクラー設備に係る技術ガイドラ
インに基づく試験結果について

消防危第１０６号 平成１１年
１１月１７日

都道府県消防主管部長 危険物規制課長 カセットボンベ等の適正な保管の徹底について

消防危第１０９号 平成１１年
１１月１９日

各都道府県消防主管部長 危険物規制課長 危険物施設におけるコンピュータ西暦２０００年問
題への平成１１年９月末の対応状況等について

消防情第２４０号 平成１１年
１１月２６日

各都道府県消防防災主管
部長

防災情報室長 消防・防災システムに係るコンピュータ西暦
２０００年問題対応の推進について

消防特第１７８号 平成１１年
１１月２９日

関係都道府県防災主管部
長

特殊災害室長 特定事業者における高引火点危険物の取扱い状
況調査について

消防予第３１２号 平成１１年
１１月２９日

各都道府県消防主管部長 予防課長 特定消防機器等の性能鑑定について

－４２－



（平成１１年１１月３０日付）

氏 名 新 旧

菊 池 昭 一 辞職
（東京消防庁参事兼警防部総合指令室長事務
取扱へ）

消防大学校副校長

中 村 眞 一 辞職
（東京消防庁予防部予防課へ）

予防課予防係長

（平成１１年１２月１日付）

氏 名 新 旧

瀬 川 俊 消防大学校副校長 東京消防庁芝消防署長

石 井 里 史 予防課予防係長 東京消防庁国分寺消防署主任

��������������� 消 防 庁 辞 令 ���������������
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☆雪害に対する備え

☆放火による火災の防止

☆石油ストーブなどの安全な取扱い

１２月の広報テーマ

消防庁ホームページ
http://www.fdma.go.jp

編 集 発 行

消 防 庁 総 務 課

〒１０５―８４８９東京都港区虎ノ門

２丁目２番１号

TEL ��（����）����

編 集 後 記

いつの間にか今年のカレンダーも最後の一葉になってしまい、冷え込みも一段と
厳しくなってきました。日差しのない日などは、外へ出るのに勇気がいる季節とな
りましたが、皆様方におかれましてはお変わりございませんか。
ここ数年、とても１年が早く感じられますが、私にとって特に今年は、４月から

職場が変わったこともあり、あっという間に過ぎた感じがします。広報係の大きな
仕事の一つであります「平成１１年版白書」の編集作業が終り、無事発刊（上記参
照）となりました。編集作業は、４月下旬からの長丁場。関係各課（室）等との調
整及び各省庁との協議など非常にやりがいのある仕事でした。特に今回の白書は、
オールカラー化を図り、また、付録としてCD－ROMを付けるなど様々な工夫を
こらして、一般の読者の方にも見易く分かりやすいものとなるように努めました。
また、今年は、大雨や台風による災害、「日本初の臨界事故」となった原子力災

害、そして、海外ではコロンビア、トルコそして台湾で大地震が発生するなど、国
内外ともに災害の多い年でもありました。また、この年末は、千年に一度の世紀越
え・ミレニアムを体験することができ、本当に印象深い年となりそうです。いよい
よ、２０００年問題対応が本番となりますが、記念すべき２１世紀のスタートを皆様と笑
顔で迎えたいと思います。どうぞ、良いお年を！

（K.F）
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